
39 中小企業の事業継続計画（ＢＣＰ）策定の普及推進

提出先 経済産業省、中小企業庁

【提案項目】

事業継続計画（ＢＣＰ）について、中小企業のＢＣＰ策定の推進を図るため、次の

措置を講じること。

１ 専門家養成課程のカリキュラムに関する全国的標準モデルの作成及び普及

ＢＣＰ策定の指導助言ができる専門家養成課程のカリキュラムに関する全国的標

準モデルを作成し、普及を図ること。

２ モデル事例の情報発信

ＢＣＰ策定の参考となるモデル事例の全国に向けた情報発信を行うこと。

【提案理由等】
平成23年の東日本大震災を契機として、「事業継続計画（ＢＣＰ）」策定の重要性が高まっ

ている中、中小企業庁では、策定運用指針や様式集を公開しているが、マニュアルやひな型だ

けでは作成できない中小企業が多いのが現状である。

加えて、東日本大震災では、広域にわたるサプライチェーンの寸断による部品不足の影響で、

多くの企業が操業の中断を余儀なくされたことから、自社に限らず部品や原材料メーカー等も

含めたＢＣＰ策定や、他県の同業種企業との連携を考慮することなどが求められている。

こうした状況の中、中小企業のＢＣＰ策定を効果的に進めるためには、ＢＣＰ作成の専門家

による指導や、参考となるモデル事例の情報発信を全国的に行うことが必要である。

１ 本県をはじめ、専門家の養成を独自のカリキュラムにより実施している都道府県がある中で、

広域にわたるサプライチェーンを含めた中小企業のＢＣＰ策定指導を効果的、効率的に進める

ためには、指導体制の標準化が重要である。

そこで、国において、ＢＣＰ策定の指導助言ができる専門家養成課程のカリキュラムに関す

る全国共通のモデルを作成することで、各都道府県のＢＣＰ策定指導の標準化を図る必要があ

る。

２ 中小企業におけるＢＣＰ策定には規模や業種によって様々な形があり、中小企業がＢＣＰの

策定を行う上で、参考となるモデル事例が少ないことが、策定の進まない原因の一つとなって

いる。さらに、「中小企業ＢＣＰ策定運用指針」に示されている遠方の企業との連携を考慮し

た場合、ＢＣＰに対する認識やＢＣＰ策定が全国的に浸透することが求められる。

そこで、国は都道府県と連携し、中小企業のＢＣＰ策定の事例を取りまとめ、全国へ向けた

モデル事例の情報発信に取り組むことで、より一層の普及を促すことが必要である。
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